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船舶インシデント調査報告書 

 

                                平成２４年４月５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

                            

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２３年７月１日 １９時００分ごろ 

発生場所 アメリカ合衆国アリューシャン列島アムチトカ島南方沖 

（概位 北緯４２°１２′ 東経１７９°０３′） 

インシデント調査の経過 

 

 

平成２３年１１月２日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

漁船 第八源
げん

榮
えい

丸、１６１トン  

ＡＭ１－５５３（漁船登録番号）、株式会社ヤマツ谷地商店 

３７.３０ｍ×６.３６ｍ×２.５４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数３４０、昭和５３年６月６日 

乗組員等に関する情報 機関長 男性 ６１歳 

 五級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 昭和４６年４月２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２０年４月１０日 

  免状有効期間満了日 平成２６年４月６日 

死傷者等 なし 

損傷 主機過給機のノズルリング折損、ローター軸翼の損傷等 

インシデントの経過 本船は、船長及び機関長ほか６人が乗り組み、平成２３年５月２２日１

２時００分ごろ青森県八戸市八戸港を出港し、アムチトカ島南方沖におい

て、主機駆動の発電機（以下「軸発」という。）を運転していか釣り漁の操

業中、同年７月１日１９時００分ごろ主機の運転音が変わり、回転数が低

下するとともに煙突から黒煙を発した。 

操舵室にいた漁労長は、機関長及び操機長に状況を伝え、機関長等を機

関室に赴かせたが、軸発の負荷を下げたところ黒煙が出なくなったことか

ら、負荷を下げた状態で操業を継続することとした。 

機関長及び操機長は、翌２日、前夜から当日朝にかけての操業が終わっ

たのち、主機の点検を行い、過給機のノズルリングの損傷を発見したこと

から、破片等を取り除いて主機を始動して低速運転したところ、主機は、

当初、異常は見られなかったが、しばらくして黒煙を発するようになっ

た。 

本船は、自力航行を断念し、僚船にえい
．．

航されて八戸港へ帰航した。 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ３～４、視界 良好 

海象：海上 平穏 

その他の事項 主機の過給機は、本インシデントの約３か月前の定期検査時に合わせて

乗組員により開放掃除が行われていた。 
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 本インシデント後、修理会社が点検したところ、主機の過給機は、ノズ

ルリングが約４分の１にわたって欠損し、ノズル案内管（ノズルリングを

組み込んで固定する部材）のノズル抑え部が損耗していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

本船は、アムチトカ島南方沖において操業中、

主機の過給機のノズルリングが欠損したことか

ら、給気量が不足して黒煙を発し、主機の運転が

継続できなくなり、運航不能になったものと考え

られる。 

過給機は、ノズル案内管のノズル抑え部が損耗

してノズルリングとノズル案内管との隙間が増大

し、振動等によりノズルリングが欠損した可能性

があると考えられる。 

原因 本インシデントは、夜間、本船が、アムチトカ島南方沖において操業

中、主機の過給機のノズルリングが欠損したため、給気量が不足して黒煙

を発し、主機の運転が継続できなくなったことにより発生したものと考え

られる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

・過給機を開放する際には、ノズルリングとノズル案内管との隙間の有

無について確認すること。 

・過給機故障時の応急対応要領について熟知しておくこと。 

 




